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新潟都市計画地区計画の決定（新潟市決定） 
 

都市計画荻川あおば通南地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 荻川あおば通南地区地区計画 

位   置 新潟市秋葉区荻川大字荻島、中野、車場の各一部 

面   積 約１２．２ヘクタール 

区 

域 

の 

整 

備 
･
 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 
針 

地区計画の目標 

本地区は JR 荻川駅から西へ約 800m の位置にあり、周辺には荻川小学校

や生活利便施設が立地するなど、駅を中心に計画的な都市開発が行われて

きた住居系市街地の一角にある。 

また、土地区画整理事業により、道路、公園、下水道等の都市基盤が整

備され、周辺の市街地環境と調和する戸建て住宅地を基本とした市街地の

形成が図られる地区である。 

このため、地区計画を策定し、建築物等の適正な規制・誘導を行うこと

により、周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等を適切に配置し、良好

な住環境が整備された市街地を形成し、かつ保全することを目標とする。 

土地利用の方針 

戸建て住宅を中心としたゆとりある住宅地を形成するとともに、一級市道

荻川新津線の沿道には周辺の居住環境に配慮した生活利便施設等を誘導

することで、利便性の高い良好な住宅地としての土地利用を図る。 

地区施設の整備の方

針 

区画道路を適切に配置し整備することにより、地区の利便性の向上を図

る。 

建築物等の整備の方

針 

１．Ａ地区（日常サービス地区） 

日常サービス施設を主体とした土地利用を促進するとともに、周辺の住

環境と調和のとれた市街地の形成及び保全を図るため、建築物の用途につ

いて適切な規制誘導を行う。 

 

２．Ｂ地区（一般住居地区） 

生活利便性の向上のためのサービス業務施設が共存する健全で良好な

住宅地としての環境の形成及び保全を図るため、建築物の用途、敷地面積

の最低限度、壁面の位置及び垣又は柵の構造について適切な規制誘導を行

う。 
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地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区施設の配置及び規模 区画道路１号 幅員６メートル 延長約３０６メートル 

地区

の 

区分 

地区の名称 Ａ地区 Ｂ地区 

地区の面積 約２．６ヘクタール 約９．６ヘクタール 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建築行為の制限 

別紙「計画図」に掲げる区域内においては、当該区域を一の区域とする

開発行為の都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の

許可を受ける前日までは、建築物を建築してはならない。 

建築物の用途の 

制限 

建築してはならない建築物 

(1) 建築基準法別表第２（い）項第

１号、第３号、第４号（集会所

を除く）及び第５号に掲げる

もの 

(2) 兼用住宅 

(3) 建築基準法別表第２（は）項第

２号、第３号に掲げるもの及

び自動車車庫（建築物に付属

するものを除く）。 

(4) 建築基準法別表第２（に）項第

２号から第６号に掲げるもの 

建築してはならない建築物 

(1) 建築基準法別表第２（い）項第

４号（集会所を除く）及び第５

号に掲げるもの 

(2) 兼用住宅（建築基準法別表第

２（い）項第２号に掲げるもの

を除く） 

(3) 建築基準法別表第２（は）項第

２号に掲げるもの及び自動車

車庫（建築物に付属するもの

を除く） 

(4) 店舗、飲食店その他これらに

類する用途に供するもの（建

築基準法別表第２（は）項第５

号に掲げるものを除く） 

建築物の敷地面積

の最低限度 
― 

１５０平方メートル 

ただし、次に掲げるものは、この限

りでない。 

(1) 巡査派出所、公衆電話所その

他これらに類する公益上必要

な建築物の敷地 

(2) 土地区画整理事業の換地処分

により生ずる土地で、同一人

が使用し、又は収益すること

ができる権利を有している連

続したすべての土地を１５０

平方メートル以上ごとに分割

して生じた残りの土地 

(3) 土地区画整理事業の換地処分

により生ずる一筆の土地 
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壁面の位置の 

制限 
― 

隣地境界線及び道路境界線から

１．０メートル。 

ただし、独立した自動車車庫で軒

の高さが３．０メートル以下の外

壁を有しないもの又は物置で１０

平方メートル以下のものはこの限

りでない。 

垣又は柵の 

構造の制限 
― 

道路に面する垣又は柵の構造は、

生垣。 

ただし、道路面から高さ１．０メー

トル以下のもの又はフェンス等で

透視が可能な形状のものは、この

限りでない。 

「区域､地区の区分は計画図表示のとおり」 
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新潟都市計画 地区計画の決定 

都市計画の案の理由書 

 

１．都市の将来像における位置づけ 

① 北区：豊栄駅北第２地区 

当該地区は、「新潟市総合計画 2030」において都市機能の誘導によるコンパクト

なまちづくりを推進すべき地域として位置付けられ、「新潟市都市計画基本方針区

別構想」では「既存市街地や地域拠点（葛塚）の周辺部で、地域の魅力や特色を

活かしたまちづくりを進める地区」とされている。 

 

② 東区：大形駅北口地区 

当該地区は、「新潟市総合計画 2030」において都市機能の誘導によるコンパクト

なまちづくりを推進すべき地域として位置付けられ、「東区まちづくり計画」では

「幅広い世代が住み続け、学び、交流できるまちづくりを進める地区」とされて

いる。 

 

③ 東区：寺山地区 

当該地区は、「新潟市総合計画 2030」において都市機能の誘導によるコンパクト

なまちづくりを推進すべき地域として位置付けられ、「東区まちづくり計画」では

「幅広い世代が住み続け、学び、交流できるまちづくりを進める地区」とされて

いる。 

 

④ 江南区：江南区役所周辺地区 

当該地区は、「新潟市総合計画 2030」において都市機能の誘導によるコンパクト

なまちづくりを推進すべき地域として位置付けられているほか、旧亀田町の都市

計画マスタープランにおいて「行政施設など多様な都市機能の集積を図る地区」

とされ、市町村合併後も新潟市がその方針を継承しており、現行計画でも地域拠

点の活性化が求められている。 

 

⑤ 江南区：フォスター亀田早通地区 

当該地区は、「新潟市総合計画 2030」において都市機能の誘導によるコンパクト

なまちづくりを推進すべき地域として位置付けられているほか、旧亀田町の都市

計画マスタープランにおいて「将来の市街地整備重点地区」とされ、市町村合併

後も新潟市がその方針を継承しており、現行計画でも地域拠点の活性化が求めら

れている。 
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⑥ 秋葉区：荻川あおば通南地区 

当該地区は、「新潟市総合計画 2030」において都市機能の誘導によるコンパクト

なまちづくりを推進すべき地域とされ、「新潟市都市計画基本方針区別構想」では

「荻川駅周辺を生活拠点として位置付け、身近な生活利便性を高める地区」とさ

れている。 

 

⑦ 秋葉区：北上西地区 

当該地区は、「新潟市総合計画 2030」において都市機能の誘導によるコンパクト

なまちづくりを推進すべき地域とされ、「新潟市都市計画基本方針」では「駅や交

通結節点周辺、主要公共交通沿線において居住機能の誘導・集積を図り、公共交

通と連動したまちづくりを進める地区」とされている。また、「秋葉区区ビジョン

まちづくり計画」では「新規企業の誘致を推進する地区」とされている。 

 

⑧ 西区：槇尾地区 

当該地区は、「新潟市総合計画 2030」において都市機能の誘導によるコンパクト

なまちづくりを推進すべき地域とされ、「新潟市都市計画基本方針区別構想」では

「JR 越後線各駅周辺地域を生活拠点として機能の充実を図る地区」とされている。 

 

 

２．都市計画変更の必要性 

① 北区：豊栄駅北第２地区 

居住環境、生活サービス、宿泊機能などの複合的機能をもつ市街地を形成し、か

つ保全するため、建築物等の適正な規制・誘導を行う必要があることから、地区

計画を定める。 

 

② 東区：大形駅北口地区 

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設、地域交流施設等を適切に配置し、良好

な住環境が整備された市街地を形成し、かつ保全するため、建築物等の適正な規

制・誘導を行う必要があることから、地区計画を定める。 

 

③ 東区：寺山地区 

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等を適切に配置し、良好な住環境が整備

された市街地を形成し、かつ保全するため、建築物等の適正な規制・誘導を行う

必要があることから、地区計画を定める。 

 

④ 江南区：江南区役所周辺地区 

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等を適切に配置し、良好な住環境が整備
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された市街地を形成し、かつ保全するため、建築物等の適正な規制・誘導を行う

必要があることから、地区計画を定める。 

 

⑤ 江南区：フォスター亀田早通地区 

隣接する既成住宅地を含めた周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等を適切に

配置し、良好な住環境が整備された市街地を形成し、かつ保全するため、建築物

等の適正な規制・誘導を行う必要があることから、地区計画を定める。 

 

⑥ 秋葉区：荻川あおば通南地区 

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等を適切に配置し、良好な住環境が整備

された市街地を形成し、かつ保全するため、建築物等の適正な規制・誘導を行う

必要があることから、地区計画を定める。 

 

⑦ 秋葉区：北上西地区 

周辺環境に配慮した住宅や災害時の一時避難場所となる公園、業務用地等を適切

に配置し、良好な住環境が整備された市街地を形成し、かつ保全するため、建築

物等の適正な規制・誘導を行う必要があることから、地区計画を定める。 

 

⑧ 西区：槇尾地区 

周辺環境に配慮した住宅や生活利便施設等を適切に配置し、良好で利便性の高い

住宅地を形成し、かつ保全するため、建築物等の適正な規制・誘導を行う必要が

あることから、地区計画を定める。 

 

 

３．位置、区域、規模の妥当性 

① 北区：豊栄駅北第２地区 

JR豊栄駅から1km圏内の既存市街化区域に接する区域において市街化区域に編入

し、駅を中心とした市街地開発を行うにあたり区域を設定するものであり、新潟

都市計画区域の将来の見通しを踏まえて想定した必要最小限の規模の範囲内であ

る。 

 

② 東区：大形駅北口地区 

JR大形駅から1km圏内の既存市街化区域に接する区域において市街化区域に編入

し、駅を中心とした市街地開発を行うにあたり区域を設定するものであり、新潟

都市計画区域の将来の見通しを踏まえて想定した必要最小限の規模の範囲内であ

る。 
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③ 東区：寺山地区 

既成市街地と国道７号新潟バイパスに囲まれ、JR 東新潟駅から 1km 圏内の既存市

街化区域に接する区域において市街化区域に編入し、駅や主要幹線道路を中心と

した市街地開発を行うにあたり区域を設定するものであり、新潟都市計画区域の

将来の見通しを踏まえて想定した必要最小限の規模の範囲内である。 

 

④ 江南区：江南区役所周辺地区 

江南区役所から 500m 圏内の既存市街化区域に接する区域において市街化区域に

編入し、行政施設等を中心とした市街地開発を行うにあたり区域を設定するもの

であり、新潟都市計画区域の将来の見通しを踏まえて想定した必要最小限の規模

の範囲内である。 

 

⑤ 江南区：フォスター亀田早通地区 

南側既成住宅地及び既存市街化区域に接する区域において市街化区域に編入し、

既成住宅地の都市基盤を活用し一体的な市街地開発を行うにあたり区域を設定す

るものであり、新潟都市計画区域の将来の見通しを踏まえて想定した必要最小限

の規模の範囲内である。 

 

⑥ 秋葉区：荻川あおば通南地区 

JR荻川駅から1km圏内の既存市街化区域に接する区域において市街化区域に編入

し、駅を中心とした市街地開発を行うにあたり区域を設定するものであり、新潟

都市計画区域の将来の見通しを踏まえて想定した必要最小限の規模の範囲内であ

る。 

 

⑦ 秋葉区：北上西地区 

JRさつき野駅から1km圏内の既存市街化区域に接する区域において市街化区域に

編入し、駅を中心とした市街地開発を行うにあたり区域を設定するものであり、

新潟都市計画区域の将来の見通しを踏まえて想定した必要最小限の規模の範囲内

である。 

 

⑧ 西区：槇尾地区 

JR内野駅から1km圏内の既存市街化区域に接する区域において市街化区域に編入

し、駅を中心とした市街地開発を行うにあたり区域を設定するものであり、新潟

都市計画区域の将来の見通しを踏まえて想定した必要最小限の規模の範囲内であ

る。 

 



都市計画策定経緯の概要 
 

 

新潟都市計画 地区計画の決定（新潟市決定） 

 

事   項 時   期 備   考 

 

原案の縦覧 

 

 

新潟県意見照会 

新潟県意見照会回答 

 

都市計画案の縦覧 

 

 

新潟市都市計画審議会 

 

新潟県知事協議 

新潟県知事協議回答 

 

決定告示 

 

 

 

 

 

令和 ７年１０月２０日 から 

     １１月 ４日 まで 

                                                                                                                           

令和 ７年１１月２０日 

令和 ７年１２月１９日 

 

令和 ８年 １月２９日 から 

      ２月１２日 まで 

 

令和 ８年 ２月１６日 

 

令和 ８年 ２月１８日 

令和 ８年 ２月２６日 

 

令和 ８年 ４月１０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


